
香芝市告示第１３７号 

 香芝市国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱を次のよう

に定める。 

  令和６年１２月２日 

                     香芝市長 三 橋 和 史 

   香芝市国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法

」という。）、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「

令」という。）及び国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、特別な事情もなく、規則第２

７条の４の４の規定による取組を実施してなお国民健康保険料（以下「保険

料」という。）を滞納している世帯主（以下「滞納世帯主」という。）及び

当該世帯に属する被保険者（滞納世帯主を除く。以下「滞納世帯被保険者」

という。）に対する法第５４条の３第１項に規定する療養の給付等（以下「

療養の給付等」という。）に代えて行う特別療養費の支給及びその他の取扱

いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （特別療養費の支給に係る措置） 

第２条 市長は、法第５４条の３第１項の規定により滞納世帯主に対して特別

療養費を支給しようとするときは、行政手続法（平成５年法律第８８号）第

１３条の規定による弁明の機会の付与のため、当該滞納世帯主に対し、弁明

の機会の付与通知書（第１号様式）を送付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知後、期限までに弁明がないとき、又は弁明

をもってしても、予定されている処分が正当であると認められるときは、法

第５４条の３第３項の規定により、滞納世帯主に対し、特別療養費の支給に

係る事前通知書（第２号様式）を送付するものとする。 

３ 市長は、特に必要と認めるときは、法第５４条の３第２項の規定により特

別療養費を支給することができる。この場合における法第５４条の３第３項

の規定による通知の方法は、前２項の規定を準用する。 

４ 市長は、前２項の規定により通知する場合で、滞納世帯主又は滞納世帯被

保険者が資格確認書の交付を受けているときは、規則第２７条の５の２第１

項及び第２項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書（第

３号様式）により通知し、その返還を求めるものとする。 

５ 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく規則第７

条の２第４項の規定により無効となったときは、当該資格確認書は返還され



たものとみなす。 

６ 市長は、第４項の規定により資格確認書が返還されたとき（前項の規定に

より資格確認書が返還されたものとみなしたときも含む。）は、滞納世帯主

に対し、規則第２７条の５の２第４項の規定による資格確認書を交付するも

のとする。 

 （適用除外） 

第３条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する滞

納世帯主又は滞納世帯被保険者については、特別療養費の支給に係る措置を

講じず、療養の給付等を行うものとする。 

 (1) 令第２８条の６に規定する特別の事情がある滞納世帯主 

 (2) 法第５４条の３第１項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等（以下「

原爆一般疾病医療費の支給等」という。以下同じ。）を受けることができ

る滞納世帯主又は滞納世帯被保険者 

 (3) １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある滞納世帯主又

は滞納世帯被保険者 

 （特別療養費の支給に係る措置の解除） 

第４条 市長は、特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世

帯被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に係る事

前通知書（第４号様式）により滞納世帯主にあらかじめ通知した上で、その

措置を解除し、療養の給付等を行うものとする。 

 (1) 滞納している保険料を完納したとき、又はその額が著しく減少したこと

を市長が認めたとき。 

 (2) 第３条第１号又は第２号に該当することとなったとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合に

おいて、解除の対象となる滞納世帯主又は滞納世帯被保険者が規則第２７条

の５の２第４項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、規則第

７条の２第１項及び第３項の規定により、資格確認書を更新するものとする。 

 （特別の事情に関する届出） 

第５条 規則第２７条の５の４第１項及び第２項に規定する届書は、国民健康

保険料の滞納に係る特別事情届出書（第５号様式）とする。 

２ 市長は、規則第２７条の５の４第３項の規定により、前項に規定する届書

に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることが

できる。 

 （原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出） 



第６条 規則第２７条の５の５第１項及び第２項に規定する届書は、原爆一般

疾病医療費の支給等に係る届出書（第６号様式）とする。 

２ 前項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書（第６号様式）

には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けること

ができる者であることを証する書類を添付しなければならない。 

 （特別療養費の支給に係る措置の更新） 

第７条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世帯被保険

者は、資格確認書における有効期間内において、第４条第１項各号のいずれ

にも該当しないときは、引き続き特別療養費の支給に係る措置を受けるもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を更新しようとす

るときは、あらかじめ、滞納世帯主に対し、特別療養費の支給に係る更新通

知書（第７号様式）により通知するものとする。 

 （世帯員の異動） 

第８条 市長は、世帯の合併又は分離、世帯主変更等により、世帯員の異動又

は世帯構成の変動があった場合は、納付義務者である世帯主の状況により、

特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断するものとす

る。 

 （特別療養費の支給申請） 

第９条 滞納世帯主は、特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要

した費用に係る医療機関等の領収書等の証拠書類を添えて、特別療養費支給

申請書により申請しなければならない。 

 （保険給付の一時差止め） 

第１０条 市長は、法第６３条の２第１項の規定により、１年６月が経過する

までの間に、保険料納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険料を

納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものと

する。 

２ 市長は、法第６３条の２第２項の規定により、１年６月が経過しない場合

においても、保険料納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険料を

納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることが

できる。 

３ 前２項の規定により、保険給付の支払の一時差止めをするときは、保険給

付の支払の一時差止通知書（第８号様式）により通知するものとする。 

 （保険給付の支払の一時差止めの解除） 

第１１条 保険給付の支払の一時差止めの措置を解除する場合においては、第



４条の規定を準用する。 

 （保険給付の額からの滞納保険料の控除） 

第１２条 市長は、法第６３条の２第３項の規定により、保険給付の支払の一

時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険料額を控除すること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定により保険給付の額から保険料の滞納額を控除すると

きは、滞納世帯主に対し、保険給付額からの滞納国民健康保険料の控除通知

書（第９号様式）により、あらかじめ通知するものとする。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条第１項の規定による通知をする場合において、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法

律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６

年政令第２６０号）第９条の規定に該当するときは、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現に資格証明書の交付を受けている滞納世帯主又は滞

納世帯被保険者が、その有効期間内において第４条第１項各号のいずれにも

該当しない場合は、第７条第１項及び第２項の規定を準用し、当該滞納世帯

主又は滞納世帯被保険者が法第３６条第３項に規定する電子資格確認を受け

ることができない状況にあるときは、施行規則第２７条の５の２第４項の規

定による資格確認書を交付するものとする。 

４ 令和６年１２月２日から同年１２月３１日までの間にあっては、第１号様

式及び第７号様式中「香芝市健康福祉部国保医療課」とあるのは「香芝市健

康部保険料収納課」と読み替えるものとする。 



第１号様式（第２条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市長         印  

 

弁明の機会の付与通知書 

 

  あなたには、滞納している国民健康保険料を納付するよう再三督促してい

るところですが、国民健康保険法施行令で定める特別の事情の届出もなく、

いまだ国民健康保険料を滞納しています。 

  つきましては、国民健康保険法第５４条の３第１項又は第２項の規定に基

づく特別療養費の支給に先立ち、行政手続法第１３条第１項の規定により、

次のとおり弁明の機会を付与します。 

 

 １ 弁明の件名 

   国民健康保険料の滞納について 

 

 ２ 予定される不利益処分の内容 

   療養の給付等に代えて、特別療養費を支給すること。 

 

 ３ 処分の根拠となる法令の条項 

   国民健康保険法第５４条の３ 第１項 ・ 第２項 

 

 ４ 不利益処分の原因となる事実 

 

 

 ５ 弁明書の提出先 

   香芝市健康福祉部国保医療課 

 

 ６ 弁明書の提出期限      年  月  日（  ） 

 



第２号様式（第２条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市長         印  

 

特別療養費の支給に係る事前通知書 

 

  国民健康保険法第５４条の３第１項又は第２項の規定に基づき、貴世帯の

下記被保険者に対しては、下記の日付から、療養の給付等に代えて、特別療

養費を支給することとなりますので、同条第３項の規定により、あらかじめ

通知します。 

 

記 

 １ 被保険者（特別療養費の支給対象者） 

住所 氏名 生年月日 

   

   

   

   

 

 ２ 日付 

       年  月  日 

以 上  

 

 （教示） 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３月以内に、奈良県国民健康保険審査会に対して審査請求

をすることができます。なお、この処分の日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。 



第３号様式（第２条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市長         印  

 

資格確認書返還通知書 

 

  あなたには、滞納している国民健康保険料を納付するよう再三督促してい

るところですが、国民健康保険法施行令で定める特別の事情の届出もなく、

いまだ納付されていないので、国民健康保険法施行規則第２７条の５の２の

規定に基づき、次のとおり資格確認書の返還を求めます。 

 

 １ 返還期日          年  月  日 

 

 ２ 返還場所 

 

 ３ 持参物品 

 

 ４ 返還を求める理由 

 

 

 

 ５ 返還後の措置 

 

 

 



第４号様式（第４条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市長         印  

 

療養の給付等に係る事前通知書 

 

  国民健康保険法第５４条の３第４項の規定に基づき、貴世帯の下記被保険

者に対しては、下記の日付から、療養の給付等を行うこととなりますので、

同条第５項の規定により、あらかじめ通知します。 

 

記 

 １ 被保険者（療養の給付等を行う対象者） 

住所 氏名 生年月日 

   

   

   

   

 

 ２ 日付 

       年  月  日 

以 上  



第５号様式（第５条関係） 

 

国民健康保険料の滞納に係る特別事情届出書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

住   所           

氏   名           

 

  次のとおり国民健康保険料を納付することができない事情について届け出

ます。 

世帯主 
住所  

氏名  

個 人 番 号  

電 話 番 号  

被 保 険 者 

記 号 ・ 番 号 

 

 

  国民健康保険料を納付することができない特別の事情は、次のとおりです。 

  （該当する番号に○を付け、具体的な内容について記載してください。） 

１．財産につき災害を受け、又は盗難にあった。 

２．家族が病気にかかり、又は負傷した。 

３．事業を廃止し、又は休止した。 

４．事業につき著しい損失を受けた。 

５．１～４に類する事由があった。 

〔具体的な内容〕 



第６号様式（第６条関係） 

 

原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書 

 

年  月  日  

 

 香芝市長 

 

住   所           

氏   名           

 

  次のとおり原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を届け出

ます。 

世帯主 

住 所  

氏 名  

電 話 番 号 
 

被 保 険 者 

記 号 ・ 番 号 

 

原爆一

般疾病

医療費

の支給

等を受

けるこ

とがで

きる者 

１ 

住 所  

氏 名  

個 人 番 号  

医療費の支給等の

名 称 

 

２ 

住 所  

氏 名  

個 人 番 号  

医療費の支給等の

名 称 

 

３ 

住 所  

氏 名  

個 人 番 号  

医療費の支給等の

名 称 

 



第７号様式（第７条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市長         印  

 

特別療養費の支給に係る更新通知書 

 

  あなたには、滞納している国民健康保険料を納付するよう再三督促してい

るところですが、いまだ納付されていないので、現在、療養の給付等に代え

て、特別療養費を支給しています。 

  このまま国民健康保険料を納付せず滞納が続く場合は、引き続き特別療養

費を支給することになります。また、あなたが受けることができる保険給付

が発生し、その支給を申請した場合であっても、国民健康保険法第６３条の

２第１項又は第２項の規定に基づき、当該保険給付の全部又は一部の支払を

一時差し止めることになります。 

  滞納している国民健康保険料を納付した等の場合には、特別療養費の支給

の措置を解除します。また、都合により一度に納付することが困難な場合は、

その相談等のため、     年   月   日までに香芝市健康福祉部

国保医療課窓口へお越しください。 



第８号様式（第１０条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市長         印  

 

保険給付の支払の一時差止通知書 

 

 あなたは、特別の事情がないにもかかわらず、 

 国民健康保険料の滞納 

 長期間国民健康保険料 

を続け、納期限から１年６月が経過しましたので、 
国民健康保険法第６ 

の滞納を続けておられますので、 

３条の２ 
第１項 

の規定により、     年   月   日以降に申 
第２項 

請（請求）される保険給付につきましては、その支払を一時差し止めます。 

  また、このまま更に滞納を続けられますと、一時差止めを行っている保険

給付の額から滞納している国民健康保険料に相当する額又はその額以内の額

を控除することになります。 

  なお、今回の保険給付の支払の一時差止めの原因となる国民健康保険料額

の滞納額の内容は、次のとおりです。 

 

  保険給付の支払の一時差止めの原因となる国民健康保険料額の滞納額の内

容（督促手数料は除く。） 

 

 

 

 （教示） 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３月以内に、奈良県国民健康保険審査会に対して審査請求

をすることができます。なお、この処分の日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。



第９号様式（第１２条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市長         印  

 

保険給付額からの滞納国民健康保険料の控除通知書 

 

  あなたには、滞納している国民健康保険料を納付するよう再三督促してい

るところですが、いまだ納付されていないので、国民健康保険法第６３条の

２第３項の規定により、一時差止めに係る保険給付の額から、次のとおり滞

納している国民健康保険料を控除しますので、あらかじめ通知します。 

 

区分 金額 

一時差止めしている保険給付の額（Ａ） 円 

上記から控除する滞納している国民健康

保険料額（Ｂ） 
円 

滞納額控除後の一時差止めしている保険

給付の額（Ａ－Ｂ） 
円 

 

 （教示） 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３月以内に、奈良県国民健康保険審査会に対して審査請求

をすることができます。なお、この処分の日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。 


